
2011.3 vol.32 季刊 会計基準

国 際 関 連 情 報 ReportfromIASB

筆者は2009年2月から2年の予定で国際会

計基準審議会（IASB）へ客員研究員として出

向し、国際財務報告基準（IFRS）の基準開発

に従事している。

筆者がスタッフとして携わったIFRS第1号

修正「深刻な超インフレーション」が2010年

12月に最終公表されたので、本稿では公開草

案からの変更点を中心に簡単にご紹介するとと

もに、2011年 1月をもって IASBでの出向期

間が満了するため、簡単にIASBでの2年間の

活動を振り返ってみたい。なお、意見にわたる

部分は筆者の私見である。

なお、帰国後は本来の出向元へ帰任するまで

の半年間につき、企業会計基準委員会（ASBJ）

において業務を行う予定である。

IASBは、2010年9月末に公開草案「深刻な

超インフレーション」（以下「公開草案」とい

う。）を公表し、2010年11月末までコメント

を募集した。

公開草案は、過去に深刻な超インフレーショ

ンによりIFRSに準拠した財務諸表が作成でき

なかった企業が、その後の状況変化により深刻

な超インフレーションを脱した場合にIFRS第

1号「IFRSの初度適用」を利用してIFRSに準

拠した財務諸表を作成するための、例外規定を

提供している。

公開草案では、企業が�機能通貨におけるす

べての企業の取引及び残高について信頼できる

一般物価指数が既に利用可能でない場合及び�

機能通貨と他の安定的な外国通貨との交換可能

性が既に存在しない場合、企業が深刻なインフ

レーション下にあるとし、その後、企業が上記

の条件を満たさなくなった場合に、IFRS第1

号「IFRSの初度適用」を適用する場合に、企

業は開始貸借対照表において資産及び負債を公

正価値で評価し、みなし原価として使用するこ

とができるようになるというものである。

コメントの募集期間中に28件のコメントが

IASBに寄せられ、すべてのコメントが公開草

案での提案に賛同するものであったが、いくつ

か改善すべき点が指摘された。その主だったも

のを挙げると以下のとおりである。

� 例外規定の範囲

公開草案では、IFRS第1号を適用する際の

移行日が、深刻な超インフレーションを脱した

日（機能通貨正常化日）ないしはそれ以降の場
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合に例外規定を利用できるとしている。この点

に対し、企業が機能通貨正常化日から、相当程

度長い期間（例えば10年以上）後にIFRS第1

号を適用する場合、多くの資産・負債は深刻な

超インフレーション後に取得していることが想

定されるが、この場合も例外規定を適用できる

か、ないしは適用が強制されるのか否か。

� IFRS移行日と比較情報

公開草案では、機能通貨正常化日が企業の通

常の財務年度の開始日と異なる場合であっても、

企業は機能通貨正常化日をIFRS移行日とする

ことができる。

この場合、企業の初年度の財務諸表が1年に

満たないことが考えられ、年度の比較ができな

くなる。この取扱いが認められるのか、もしく

は12か月の比較情報を担保するために、IFRS

移行日は企業の財務年度の開始日に合わせなけ

ればならないのか。

上記のコメントに対応して、2010年12月20

日に公表されたIFRS第1号修正では、以下の

点が明確にされ、また公開草案では明記されて

いなかった適用時期も明確にされている。

� 例外規定を適用できる資産及び負債は、企

業が機能通貨正常化日以前に保有していたも

のに限られる。

� 機能通貨正常化日によっては、IAS第1号

「財務諸表の表示」で求められている財務情

報が満たされている場合、比較財務情報は

12か月以下であってもよい。

� 適用は2011年7月1日以降に開始する会

計年度からであり、早期適用が認められる。

2009年 2月に IASBへ派遣研究員として着

任し、主に1年目は連結プロジェクトのメンバー

として活動した。派遣当初は 2008年 12月に

IASBより公表されていた公開草案第 10号

「連結財務諸表」のコメントレター分析を行っ

た。その後は主に連結財務諸表の開示関係の検

討に携わった。

2年目は、主に解釈指針委員会（Interpreta-

tionsCommittee）の事案に携わり、様々な基準

の問題点について取り扱うこととなった。主だっ

たものを挙げると、IFRS第1号「IFRSの初度

適用」、IFRS第3号「企業結合」、IFRS第5号

「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事

業」、IAS第29号「超インフレ経済下における

財務報告」、IAS第36号「資産の減損」等であ

る。

このように、1年目はMOUプロジェクトの

1つである連結基準に専念し、2年目は解釈指

針委員会のスタッフとして様々な基準に触れる

ことができ、非常に広範囲にIASBの業務を経

験することができた。

連結のコメント分析では、筆者が主に開示を

担当していたこともあり、投資家の意見を重視

するIASBの基本的な姿勢を直に体験すること

ができた。

解釈指針委員会での業務では、先に述べた

IFRS第1号の修正に事案認識の当初から最終

的な基準公表まで担当することができた。1例

ではあるものの基準公表のプロセスのすべてを

一貫して担当することができたことは今後

ASBJでの業務に生かすことができるものと考

えている。
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昨年度の年次改善と共に、上記の基準修正に

直接携わることができ、IASBでの2年間の成

果を形として残すことができたことは筆者にとっ

て非常に喜びである。

筆者は冒頭に記したとおり、2月に帰国しそ

の後はASBJで業務を行う予定である。

今後は、IASBでの経験を日本での基準設定

業務に生かせるよう専心したいと考えている。
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Ⅴ．最後に
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